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はじめに 

JAXA 航空イノベーションチャレンジ（以下、本制度）は、我が国の航空産業および航空技術の競争力を強化す
るため、新たな技術やアイデアを企業や大学などから募集し、提案者と共に世界の航空輸送、航空利用、航空技術
に革新をもたらすことを目的とする公募制度です。本制度は、航空分野だけでなく、異分野・異業種からの革新的な
アイデアや技術提案も積極的に受け付けており、新しい視点からのイノベーションを期待しています。 

採択されたテーマには、JAXA からの研究資金の支援と技術的アドバイスに加え、JAXA 外部の有識者からの社会
実装や事業化に向けたアドバイスも提供し、最終的にはその開発成果を基にした事業化など社会実装の実現を目
指します。また今回 2026 年度の募集においても、航空産業や航空技術の各分野の有識者を外部アドバイザーとし
て迎え、JAXA と共に長期構想における社会実装面でのアドバイスなどを強化し、より一層のサポートを提供する予定
です。 

このように充実したサポート体制のもと、我々は我が国の航空産業および航空技術の競争力を高めるイノベーション
の創出を目指すテーマを募集します。異分野・異業種からの新しい視点やアイデアを歓迎し、共に未来の航空産業を
形作るパートナーを求めています。 
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Ⅰ.制度概要について 
Ⅰ-1.制度目的 

本制度は、我が国の航空産業および航空技術の競争力を強化し世界の航空輸送、航空利用、航空技術に革
新をもたらすことを目的とする公募制度です。 

近年の航空産業は、「ポストコロナ」として新しい形での回復と発展を見せており、カーボンニュートラルやデジタルトラ
ンスフォーメーション（DX）、次世代空モビリティなど新しい社会形態の到来に伴い、イノベーションがより一層求めら
れています。本制度では、これらの既存課題の解決だけに限らず、イノベーションを創出する可能性を秘めた技術シー
ズやアイデアを幅広く支援することで、将来的な航空産業・航空技術の発展に繋がることを期待しています。 

そのため本制度では募集テーマを航空における特定の分野や課題に限定せず募集を行っています。また、航空分
野を専門としない異分野・異業種からの異なる視点のアイデアや技術の航空への応用の提案も歓迎しています。さら
には、航空技術の進展に寄与する技術開発的なテーマだけではなく、航空産業の成長や発展、航空人材の育成に
貢献する可能性を秘めた社会的応用テーマも受け入れています。 

 
（アイデアや技術の種類の例） 
 航空産業の発展を促進するテーマ 

 提案者独自のアイデアから航空産業の成長や発展に貢献するもの等 
 JAXA の研究開発など航空技術を発展させるテーマ 

 提案者独自の技術などで JAXA が取り組む研究開発などをさらに発展させるもの等 
 航空産業界や航空技術をゲームチェンジするテーマ 

 既存の枠組みを超え、航空産業や航空技術に大きな変革をもたらすような革新的なもの等 
 
このようなイノベーションに繋がる提案を幅広く採択し、提案者と JAXA が共同でイノベーション創出の実現に取り組

むことを目指します。そのため、提案者には次のような流れで、提案を検討されることを想定しています。 
 
本募集要項内の「Ⅴ.募集テーマの検討のための参考情報について」において、これらの検討のために JAXA 航空

技術部門が実施している研究開発や産学連携、その背景にある航空産業全体の動向や課題などをご紹介します。 
 

Ⅰ-2.制度の構成/フェーズ 
前述の目的達成のために本制度では、次の２つのフェーズに整理して支援・実施します。 
 
 フィジビリティスタディ（FS）フェーズ 

 提案テーマに関して必要な FS（プロトタイプ開発・評価、市場調査など）を実施するフェーズ。最大 1 年
間実施し、提案内容についての実現可能性や計画立案を検討していただきます。検討した内容を「FS 成果
報告書」として資料にまとめていただきます。 
 

 研究フェーズ 
FS 成果について評価を行う「研究フェーズ移行審査」を実施いたします。本フェーズは、移行審査に採択さ
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れたテーマのみが、FS 成果を基に検討した研究計画に沿って共同研究等を実施するフェーズとなります。
JAXA 研究者との共同研究や提案者が主体的に研究を実施する委託研究などを実施することになります。
採択期間は最大 3 年間となります。 

  
研究フェーズ終了後には、さらなる発展・社会実装に向けた活動を提案者が主体となって取り組む活動を支援しま

す。具体的には、提案者にて事業化を目指したり、研究フェーズに続いて JAXA と共同研究を実施したり等、応募時
から検討していた将来像（長期構想）の実現を目指す活動に移行します。各テーマの状況に応じ、社会実装に向
けたアドバイスや連携先の模索のフォローなどを支援する予定です。 

 
 

Ⅰ-3.支援内容 
本制度の各フェーズにおける支援期間や内容、実施形態については、次の通りです。 
FS フェーズ 
支援内容 ・採択予定件数︓ 

最大 10 件 
・支援期間︓ 
FS 実施のための契約後から 2026 年度末（2027 年 3 月末）まで 
・提供資金額︓ 
最大 100 万円/件 
・資金以外支援内容︓ 
FS 実施中に最大 2 回の技術調整会（JAXA などと相談・アドバイス機会設定） 
JAXA が連携するビジネスマッチング・技術紹介イベントへの出展機会の設定など 

契約形態/条件 委託契約 
※JAXA の契約書ひな型を使用し、本ひな型に定める契約条件を遵守いただきます 
※また本要項内の契約に関する留意事項を必ず確認してください 

 
 

研究フェーズ 
支援期間/内容 ・移行予定件数︓ 

最大 2 件 
・期間︓ 
研究フェーズに係る契約後から最大 3 年度（2030 年 3 月末）まで 
・提供資金額︓ 
最大 500 万円/件 
・資金以外支援内容︓ 
JAXA や JAXA 外の有識者による技術的/ビジネス観点でのアドバイス・フィードバック 
JAXA が連携するビジネスマッチング・技術紹介イベントへの出展機会の設定 

契約形態/条件 共同研究契約または、委託契約 
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※移行審査時に実施形態を決定します 
※毎年度、継続の可否を判断する「継続審査」を実施します 
※JAXA の契約書ひな型を使用し、本ひな型に定める契約条件を遵守いただきます 
※また本要項内の契約に関する留意事項を必ず確認してください 

 
なお、研究フェーズ終了後は、提案者が主体的となって長期構想を実現するためのフェーズとなり、各テーマの
状況や直面している課題などに沿ったフォローアップを JAXA や外部有識者などから支援します。 

（例） 
 研究フェーズを経て新たな技術的な課題 → JAXA と共同研究の継続やコンソ紹介など課題解決に貢献 
 事業化に向けた連携先模索が課題 → ビジネスマッチング情報の提供、紹介する機会の設定 
 
 
 

Ⅰ-4.実施予定スケジュール 
FS 採択審査などの、応募後のスケジュールについては次の通りです。 
（予定スケジュール） 
 

 

【応募・審査】 
 2026 年 3 月 13 日 ︓募集締切 
 2026 年 3～4 月 ︓FS 採択審査（書面のみ） 
 2026 年 4 月末 ︓FS 採択審査結果通知 
【FS フェーズ】 
 2026 年 5 月 ︓FS 実施契約締結後、FS 実施開始。 
 （FS 実施期間中） ︓約 2 回の技術調整会の実施予定。 
 2027 年 3 月 ︓成果報告会および研究フェーズ移行審査（書面・面接） 
 2027 年 4 月頃 ︓研究フェーズ移行審査結果通知 
【研究フェーズ︓最大 3 年度。以下は最大の場合】 
 2027 年 5 月 ︓共同研究契約等締結後、研究開始 
 2028 年 2 月 ︓研究フェーズ継続審査会（面接のみ） 
 2029 年 2 月 ︓研究フェーズ継続審査会（面接のみ） 
 2030 年 4 月頃 ︓研究フェーズ終了報告会 
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Ⅱ.応募方法/審査について 
Ⅱ-1.応募資格 

次の 3 点を満たしていること。 
 提案者の所属組織が、原則として、国内にある、機関や法人または団体であること 
 応募について、所属機関の了解を得ていること 
 提案者の所属組織が、JAXA と契約が可能であること 
 
（JAXA と契約を締結できる条件） 
所属組織が次の条件のいずれかに該当すること。 

① JAXA と連携包括協定を締結していること 
② 前年度までに科学研究費補助金を管理した実績があること 
③ 省庁統一参加資格を有していること 
④ 上記①～③に拠り難い場合は、以下の情報に基づき資格審査を行います 

A) 所属機関の沿革、組織図、活動実績、所在地、財務諸表類等の情報 
B) 法人税、消費税、地方消費税について未納税額がないこと 

 
Ⅱ-2.応募条件 

航空産業や航空技術にイノベーションを起こすアイデア、技術シーズであれば、分野・業種を問わずに募集。技術
的な研究開発テーマだけでなく、航空産業の発展に寄与するような社会的応用を取り上げるテーマなども募集してい
ます。 

 
Ⅱ-3.提出書類/提出方法 

以下の【提案書類】に記載の 2 点を作成の上、募集期間中に応募方法①②を完了してください。 
 
（募集期間） 
2025 年 12 月 15 日 ～ 2026 年 3 月 13 日 17 時 00 分 
 
（応募方法） 
募集期間中に下記を完了してください。 
① 【提案書類】を作成の上、次のエントリーフォームに必要事項を入力してください。 
② エントリーフォームから自動で送信される電子メールの案内に従い、【提案書類】をお送りください。 
 
【エントリーフォーム】 
https://forms.office.com/r/JkVZQSXRZh 
（Microsoft Office Forms を使用しています。所属組織の制限などから利用できない場合は別途、お問い合わ
せ先にご連絡ください。） 
 

https://forms.office.com/r/JkVZQSXRZh
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【提案書類】 
 【様式 1】申請様式 

指定の様式をダウンロードし、必要事項をご記入ください。 
自由記述がありますが、最大 5 ページ以内に収めてください。 
 

 【様式 2】提案プレゼン資料（様式自由） 
A4 サイズ 1 ページで、提案書（指定様式）を説明・補足する形のプレゼン資料をご作成ください。 
こちらに様式はありません。 
 

 （別紙１）実施体制 
提案の FS を実施する際の体制を記載してください。 
 

 （別紙２）経費等内訳明細書 
提案の FS を実施する際に必要な経費を記載してください。こちらは上限 100 万円の範囲内で記載してくだ
さい。採択後の契約調整時には、積算の根拠資料を求めますので、ご了承ください。 
 

作成上の注意︓ 
 原則日本語でご記入ください 
 提出書類について、本事業に関係する JAXA や外部有識者に共有いたしますが、本事業の目的以外に使

用せず、応募に関する秘密は厳守いたします 
 応募書類に記載された個人情報について、個人情報の保護に関する法律および関連法令を遵守し、法令

等により提供を求められた場合を除き、本事業の目的にのみ使用します 
 別途ご希望される場合にのみ、JAXA 内の他部署制度へ情報を共有します 
 
提出上の注意︓ 
 必ず所属機関の了解を得た上で応募してください 
 複数の提案も受け付けますが、その場合はフォームへのエントリーから分けてご提出ください 
 メールへの添付ファイルの容量を 10MB 以内に収めて送信してください 
 メール受信が弾かれる場合があるため、フリーメールアドレスによる送信はなるべく避けてください 
 メール送信後 3 営業日以内に受領確認メールが届かない場合は、別途【お問い合わせ先】までご連絡くださ

い 
 
【お問い合わせ先】 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構 航空技術部門事業推進部 
イノベーションチャレンジ事務局 
atd-innovation@ml.jaxa.jp 

 
Ⅱ-4.FS 採択審査/採択件数など 

mailto:atd-innovation@ml.jaxa.jp
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FS の採択において、次の観点で書類審査を行います。 
応募資料においては、これらの観点における提案の優位性などを可能な限り具体的に記載してください。 
 

審査項目 審査のポイント 
1. 提案アイデアの社会に与え

うるインパクトについて 
① 日本の航空産業の競争力強化や航空利用につながるイノベーションを

起こすアイデアが示されていること 
② アイデアの新規性、革新性等の魅力が示されていること 
③ イノベーションが社会に与えるインパクトが示されていること 

2. FS の実施計画について ① FS で達成すべき目標および実施項目が適切であること 
② FS の実施スケジュールが具体的かつ採択期間内に実行可能であること 
③ FS 期間の費用が具体的かつ妥当であること 
④ 将来の事業化・実用化の可能性があること 

 
 
（今回の採択予定数） 
 第６回 2026 年度 FS 採択予定件数：最大 10 件 
 
本制度は、国民の貴重な税金等で賄われ実施しています。制度を実施することおよびその採択金額・採択件数に

ついては、国会における予算審議の結果の影響を受けることがあります。 
今回の募集では、募集締切後 1 か月間で審査を実施し、2026 年 4 月中には採択結果を通知する予定です。

その後、JAXA の契約担当部署と調整の上、委託契約を締結し、FS 実施開始となります。 
 
（参考︓過去の採択数） 
 第 1 回 2016 年度 FS 採択件数：28 件 
 第 2 回 2018 年度 FS 採択件数：18 件 
 第 3 回 2020 年度 FS 採択件数：18 件 
 第 4 回 2022 年度 FS 採択件数：11 件 
 第 5 回 2024 年度 FS 採択件数：19 件 
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Ⅲ.FS 採択後について 
 

Ⅲ-1.FS 成果報告会および報告書 
FS期間（委託期間）終了時にFS成果を発表していただく「成果報告会」を開催いたします。成果報告会では、

外部に向けて成果を公開することで、ビジネスマッチングの場として活用する予定です。また、JAXA 航空イノベーション
チャレンジ公式 HP にて、成果報告書を公開に支障のない範囲で掲載する予定です。 

（実施内容） 
 実施方法 ︓対面またはオンラインによる発表形式。各提案者個別に実施 
 発表時間 ︓7 分の発表および 5 分間の質疑（予定） 
 実施時期 ︓2027 年夏頃（予定） 
 
 

Ⅲ-2.研究フェーズ移行審査 
FS の成果を基に、JAXA および外部有識者により構成される審査委員会にて審査（書面、面接）を行います。

審査書類の様式については、FS 採択者にのみお知らせいたしますが、審査（書面、面接）の観点については次の
通りです。 

 
審査項目 審査のポイント 

1. FS の実施結果/進捗状況 イノベーションに繋がる技術・アイデアであることが確認できたか 
提案内容の実現可能性が確認できたか 

2. 研究フェーズの計画内容 研究フェーズの内容（実施項目、目標、スケジュール、経費、体制等）が適
切かつ具体的で実行可能か 

3. 長期構想の内容 長期構想の内容（実施項目、スケジュール、資金計画、体制等）が妥当で
あり、市場・産業創出効果や国内外における競争力等が見込めるものになっ
ているか。 

4. 航空産業の動向とのマッチ
ング 

航空産業および航空技術の競争力発展として意義のあるテーマとなっているか 
JAXA と共同研究を行う計画の場合は、JAXA の活動として実施する意義が
ある、連携のメリットがあるか 

 
（書類審査の実施内容） 
 書類提出締切 ︓2027 年 1 月末（予定） 
 実施方法 ︓JAXA および外部有識者による書面審査 
審査時期の関係から、1 月までの成果および 2～3 月は実施予定内容と想定される成果を記載していただきます。 
 
（面接審査の実施内容） 
 実施方法 ︓対面またはオンラインによる発表形式。各提案者個別に実施 
 審査員  ︓JAXA 職員、外部有識者 
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 発表時間 ︓7 分の発表および 5 分間の質疑（予定） 
 実施時期 ︓2027 年 3 月中旬（予定） 
 
 

Ⅲ-3.研究フェーズ継続審査 
本制度では、研究フェーズにおける継続可否を毎年度「継続審査」を実施し判断します。毎年度の研究成果を確

認し継続可否を審査すると同時に、研究の進捗状況や課題に対して、JAXA に加えて外部有識者からもフィードバッ
クを行います。 

（実施内容） 
 実施方法 ︓対面またはオンラインによる会議形式。各提案者個別に実施。 
 審査員  ︓JAXA 職員、外部有識者 
 発表時間 ︓15 分の発表および 15 分間の質疑（予定） 
 実施時期（予定）︓（第 1 回）2028 年 2 月中旬、（第 2 回）2029 年 2 月中旬 
 
審査書類の様式については、採択者にのみお知らせいたしますが、次の観点で審査を行います。 

審査項目 審査のポイント 
1. 研究開発の実施結果/進

捗状況 
当初計画と比べて、どの程度達成できたか 
当該技術／アイデアの実現可能性は失われていないか 

2. 長期構想の内容 当該年度の実施結果を受け手、適切な実施項目／実施体制等を設定でき
ているか 
取り巻く環境の変化等により、当該技術開発を実施する意義が損なわれてい
ないか 

3. 直近（次年度）の実施
計画 

研究フェーズの目標の達成に向けて、適切な実施内容を設定できているか 
JAXA と共同研究を行う計画の場合は、JAXA の活動として実施する意義が
ある、または JAXA にとって連携のメリットがあるか 

 
 

Ⅲ-4.研究フェーズ終了報告会および終了報告書 
本制度における研究フェーズ終了時に、終了報告会を開催いたします。終了報告会では、継続審査と同様に

JAXA および外部有識者が参加し、長期構想の実現に向けたフィードバックなどを実施します。なお本報告会の内容
は公開する予定はありません。 

（実施内容） 
 実施方法 ︓対面またはオンラインによる会議形式。各提案者個別に実施。 
 審査員  ︓JAXA 職員、外部有識者 
 発表時間 ︓15 分の発表および 15 分間の質疑（予定） 
 実施時期 ︓2030 年 4 月（最大 3 年度の研究を実施した場合） 
 
研究フェーズ終了後は、提案者による事業化など社会実装を主体的におこなっていただくフェーズとなります。このフ



11 
 

ェーズでは各提案テーマの状況を勘案し、連携先の模索などのフォローアップを行う予定です。そのため、終了後も以
下のご協力をお願いいたします。 
 終了報告時に現段階の状況や内容について、宣伝・公開しても支障のない範囲の説明資料を作成いただく

予定です。 
 終了後のフォローアップ内容の検討のために、社会実装に向けた活動の状況を定期的に伺います。 
 本制度の採択例として、公式 HP に紹介ページを作成する予定です。JAXA からの取材などにご対応お願い

いたします。 
 制度改善のために、アンケートなども実施予定です。その際はご協力ください。 
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Ⅳ.契約条件、知財について 
Ⅳ-1.FS 実施のための委託契約の条件 

本制度の採択審査後、採択となった提案における JAXA が契約相手方に支払う金額・使途の詳細については、
契約時までに調整させていただきます。委託契約の契約書については、原則、JAXA が公開している「6-4.JAXA 標
準契約書（委託/200 万円以下）」を用いて締結を行います。次の「掲載ページ」から標準契約書および契約に係
る事務処理を参照ください。 

（掲載ページ）https://stage.tksc.jaxa.jp/compe/itaku-kyoudo.html 
（様式集）「6-4.JAXA 標準契約書（委託/200 万円以下）」 
（マニュアル）「6-1.委託・共同研究契約に係る事務処理について」 

 
FS 実施に係る契約は、JAXA と提案代表者が常勤している所属機関との間で締結します。JAXA との契約について
は、提案代表者の所属機関が次のいずれかの条件に該当する必要があります。 
（1） JAXA と連携包括協定を締結していること 
（2） 前年度までに科学研究費補助金を管理した実績があること 
（3） 省庁統一参加資格を有していること 
（4） 上記（１）～（３）に拠り難い場合は、以下の情報に基づき資格審査を行います 
   a）所属機関の沿革、組織図、活動実績、所在地、財務諸表類等の情報 
   b）法人税、消費税、地方消費税について未納税額がないこと 
 
（その他契約についての注意事項） 
1. 独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及び学校法人については、人件費の計上にあたり重複に注意し、

人件費対象者が運営費交付金、私学助成等の対象者ではないことを確認の上計上してください。 
2. 本制度は、大学等における教育・人材育成の支援も目的としており、研究機関等が雇用するポスドク、リサーチ

アシスタントなどの任期付研究員、社員、職員等、実施計画書、契約書等に記載のある者（本契約のための
新規雇用者の他、本契約締結以前に研究機関等に雇用されていた者を含む）の人件費も積算することが可
能です。 

3. 間接経費（一般管理費）は、所属機関の内規等により「間接経費として○％を計上する」と規定されている場
合を除き、原則として計上を認めません。 

4. 経費については、消費税込の総額を記載し、消費税率は 10％として積算してください。 
5. FS 実施の契約満了前に研究フェーズ移行審査のために提出までの FS 実施の成果をまとめた審査書類の提出

を別途、求めるためご対応ください。 
 

なお、採択者においては研究費を使用する際に、契約書で定められた内容をよく確認することはもちろん、適正な
使用を心掛け効果的・効率的な使用に努めてください。 

 
 

Ⅳ-2.FS 実施時の知財の取り扱い 

https://stage.tksc.jaxa.jp/compe/itaku-kyoudo.html
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従来の JAXA から委託する形で行う委託契約の場合、知的財産権の取扱いは原則 JAXA 帰属となります。 
一方で本制度では、FS 実施後には研究フェーズや長期構想の実現など、提案者が主体となって提案テーマの社

会実装を行っていただくことを想定しています。そのため、本制度における研究開発などの実施により得られた知的財
産権は、一定の条件のもと提案者から申し出により、提案者へ帰属するものとします。 

※一定の条件︓本契約の実施により知的財産権の対象となりうる発明等が得られた場合には、遅滞なく、その旨
を JAXA に報告する。本契約の実施により得られたプログラム等の著作権については、その完成時に報告するなど。
（詳しくは公開している契約書ひな型︓第 17 条～第 21 条をご確認ください。） 

 
 

Ⅳ-3.研究フェーズにおける契約の条件 
研究フェーズ移行審査における採択時に、実施形態および研究資金査定額も併せて通知いたします。その内容を

基に、共同研究の相手方または委託研究の成果管理者となる JAXA 担当者と調整の上、契約締結に向けた調整
をおこなっていただきます。契約における詳しい注意事項は、審査結果通知時にもお伝えいたします。 

 
（参考︓共同研究と委託研究の違い） 

 共同研究 委託研究 
研究の実施主体 提案者および JAXA 研究者 提案者のみ 
研究成果の取り扱い 共同研究契約書に基づく 委託研究契約書に基づく 
 
（契約締結のための条件︓共同研究/委託研究ともに適用） 
FS 実施のための委託契約の条件と同じく、契約に係る事務処理については、下記を参照ください。また契約書に

ついては公開している契約書ひな形にて原則、締結を行います。一方で提案テーマの性質などを勘案し JAXA 側から
のみ契約書内容に調整を行う場合があります。採択者側からの契約書内容の調整提案は、原則、受け付けません
のでご了承ください。 

（掲載ページ）https://stage.tksc.jaxa.jp/compe/itaku-kyoudo.html 
（マニュアル）「6-1.委託・共同研究契約に係る事務処理について」 

（委託契約／様式集） 
「6-4.JAXA 標準契約書（委託/200 万円以下）」または「6-5.JAXA 標準契約書（委託/200 万円超）」 
（共同研究契約／ひな型掲載ページ） 
https://www.aero.jaxa.jp/public-invitation/challenge/spsite/guideline_2026.html 

 
共同研究/委託研究に係る契約も FS 実施のための委託契約と同じく、JAXA と提案代表者が常勤している所属機
関との間で締結します。JAXA との契約については、提案代表者の所属機関が次のいずれかの条件に該当する必要
があります。 
（1） JAXA と連携包括協定を締結していること 
（2） 前年度までに科学研究費補助金を管理した実績があること 
（3） 省庁統一参加資格を有していること 
（4） 上記（１）～（３）に拠り難い場合は、以下の情報に基づき資格審査を行います 

https://stage.tksc.jaxa.jp/compe/itaku-kyoudo.html
https://www.aero.jaxa.jp/public-invitation/challenge/spsite/guideline_2026.html
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   a）所属機関の沿革、組織図、活動実績、所在地、財務諸表類等の情報 
   b）法人税、消費税、地方消費税について未納税額がないこと 
 
（その他契約についての注意事項） 

1. 独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及び学校法人については、人件費の計上にあたり重複に注意し、
人件費対象者が運営費交付金、私学助成等の対象者ではないことを確認の上計上してください。 

2. 本制度は、大学等における教育・人材育成の支援も目的としており、研究機関等が雇用するポスドク、リサー
チアシスタントなどの任期付研究員、社員、職員等、実施計画書、契約書等に記載のある者（本契約のため
の新規雇用者の他、本契約締結以前に研究機関等に雇用されていた者を含む）の人件費も積算することが
可能です。 

3. 間接経費（一般管理費）は、所属機関の内規等により「間接経費として○％を計上する」と規定されている
場合を除き、原則として計上を認めません。 

4. 経費については、消費税込の総額を記載し、消費税率は 10％として積算してください。 
 

なお、採択者においては研究費を使用する際に、契約書で定められた内容をよく確認することはもちろん、適正な
使用を心掛け効果的・効率的な使用に努めてください。 

 
 

Ⅳ-4.研究フェーズ時の知財の取り扱い 
本制度の研究開発などを実施することにより得られた知的財産権について、契約方式により取り扱いが異なります。 
 
（共同研究契約） 
本制度では、原則、JAXA の共同研究契約書ひな型を使用し締結いたします。一方で提案テーマの性質などを勘

案し JAXA 側からのみ契約書内容に調整を行う場合があります。採択者側からの契約書内容の調整提案は、原則、
受け付けませんのでご了承ください。 

（ひな形掲載ページ） 
https://www.aero.jaxa.jp/public-invitation/challenge/spsite/guideline_2026.html 

 
●知的財産の帰属 
 共同研究の実施により、提案者のみで発明等を行ったときは、速やかに JAXA に通知したうえで、提案者が単
独で所有できます。 

共同研究の実施により提案者と JAXA が共同で発明等を行ったときは、提案者及び JAXA は、速やかに相
互に通知することとします。当該発明等に係る知的財産は共同で所有するものとし、その持分はそれぞれの知的貢
献の度合に応じて協議のうえ定めます。 
（詳しくは公開しているひな形をご確認ください。） 
 
●共有の知的財産の自己実施 
 提案者と JAXA は、共同で所有する知的財産について、自らの事業の目的のために、相手方の同意なく無償で

https://www.aero.jaxa.jp/public-invitation/challenge/spsite/guideline_2026.html
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利用することができます。 
（詳しくは公開しているひな形をご確認ください。） 
 
●共有の知的財産の第三者への実施又は利用の許諾 

本制度で得られた成果を広く普及するため、提案者と JAXA は、共有の知的財産について、相手方への事前
通知を行うことで第三者に対し実施又は利用（実施等）を許諾することができます。ただし、当該第三者から徴
収する利用料は、知財財産の持ち分に応じて分配されます。 
（詳しくは公開しているひな形をご確認ください。） 

 
なお、提案者が共有の知的財産を用いて独占的な事業化を目指している場合には、JAXA による第三者への

実施等許諾を制限できる契約方法もあります。採択テーマの性質を JAXA 側で判断し調整・検討を行います。 
※ 独占制度を適用する場合でも、JAXA は自己の研究開発目的に限り、共有の知的財産を自由に利用する

ことができます。 
（詳しくは公開しているひな形をご確認ください。） 
 
 
（委託契約） 
研究フェーズにおいても委託研究の場合は、FS 実施の際に締結したものと同様に委託契約を締結いたします。委

託契約の契約書については、原則、JAXA が公開している「6-4.JAXA 標準契約書（委託/200 万円以下）」ま
たは「6-5.JAXA 標準契約書（委託/200 万円超）」を用いて締結を行います。次の「掲載ページ」から標準契約
書および契約に係る事務処理を参照ください。 

（掲載ページ）https://stage.tksc.jaxa.jp/compe/itaku-kyoudo.html 
（様式集）「6-4.JAXA 標準契約書（委託/200 万円以下）」または「6-5.JAXA 標準契約書（委託/200

万円超）」 
 
そのため、知的財産権の取り扱いについて、本制度における研究開発などの実施により得られた知的財産権は、

一定の条件のもと、提案者から申し出により、提案者へ帰属するものとします。 
※一定の条件︓本契約の実施により知的財産権の対象となりうる発明等が得られた場合には、遅滞なく、その旨

を JAXA に報告する。本契約の実施により得られたプログラム等の著作権については、その完成時に報告するな
ど。 

（詳細は公開している契約書ひな形をご確認ください。） 
 
 

以上 
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